
歯科診療に係る感染対策について

【感染対策に関する取り組み 】

１．歯科外来診療の院内感染防止対策について研修を受けた歯科医師が

常勤しています。

２．院内感染防止対策について従事者への研修を実施しています。

３．口腔内で使用する歯科医療機器等について患者さんごとの交換や

専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染

防止対策をしています。

４．歯科用吸引装置等により、歯科ユニットごとに歯の切削時等に飛散

する細かな物質を吸引できる環境を確保しています。

５．適切な消毒薬を用いた環境清掃を徹底し、診療環境の衛生管理に

努めています。

６．患者さんごとの手指衛生を確実に行えるよう、従業員には手指衛生

の教育を実施しています。
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当院では歯科医療に係る感染対策について、
下記の通り取り組んでいます。


